
様式第５号（第10条関係）

診療情報提供書

国分寺市長　殿
記入日

医療機関 住  所

名  称

電話番号 医 師 名

□ 咽頭炎・上気道炎 □ 感染性胃腸炎 □ 副鼻腔炎

□ 気管支炎 □ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（Ａ型・Ｂ型） □ その他

□ 喘息発作・喘息様気管支炎 □ 溶連菌感染症 (　　　　　　　　　)

□ 肺炎（ｳｲﾙｽ・細菌・ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ）□ ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ感染症（咽頭結膜熱）

□ クループ症候群 □ 流行性耳下腺炎  □発熱　　□下痢

□ ヘルパンギーナ □ 百日咳  □嘔吐　  □咳

□ 手足口病 □ 感冒  □発疹 　 □喘鳴

□ 伝染性紅斑 □ 風疹  □その他

□ 突発性発疹症 □ 水痘

□ 伝染性膿痂疹 □ 中耳炎

 熱性痙攣既往 □あり　□なし　　アナフィラキシー既往 □あり　□なし
 

 発症日：　　月　　日 家族内感染 □あり　□なし

 経　過：

□ 普通食 □ 離乳食（前期・中期・後期） □ ミルクのみ

□ 胃腸炎の食事
□ アレルギー食（除去内容 ）

□ その他（ ）

注１　対象児童の居住する区市町村宛に情報提供をした場合に診療情報提供料（Ⅰ）を算定することができる（250点）。

  　  患者１人につき月１回に限り算定する。

注２　区市町村が正本を保管し、病児・病後児保育実施施設は写しを保管すること。
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護
者
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保護者氏名
　 フ　リ　ガ　ナ

在籍施設

　　  年　　  月　　  日男・女

国分寺市住    所

生年月日

 １　病児　　 ２　病後児　（※病児・病後児のいずれかに○をしてください）

安静度・隔離

病児・病後児保育室の利用にあたり必要な情報について下記のとおり提供します。

（保育所等・幼稚園名）

電話番号

 与薬時間     　食前    　食間　    食後　   その他(　    　　　　　)

 薬品名・用量・用法（コピー添付も可）

  病      名  

食事に
関する指示

その他
注意事項

既  往  歴

主な症状

病状の経過
治療状況等

処 方
内 容

医
　
　
師
　
　
記
　
　
入
　
　
欄

病児・病後児

国分寺市　病児・病後児保育医師連絡票

　　 年　　　月　 　日

児童氏名
 フ　リ　ガ　ナ

 １　室内保育　 ２　隔離が必要（※病児保育のみ利用可）



※　上記基準のもと、病児保育又は病後児保育のどちらがお子様にとって必要
　なのかは、受診した医療機関に判断していただきます。

《実施施設》

　病児対応型施設（医療機関併設型）
　　　＊国分寺病院ひまわり保育室（社会福祉法人浴光会）
　　　　　定員：1日つき６名まで（うち病児保育は３名まで）
　　　　　〒185-0014　国分寺市東恋ヶ窪４丁目２番地24
　　　　　電話：070-5565-5419

　病後児保育室（保育園併設型）
　　　＊西国分寺保育園おひさま保育室（社会福祉法人国立保育会）
　　　　　定員　1日につき４名まで
　　　　　〒185-0013　国分寺市西恋ヶ窪２丁目18番地１
　　　　　電話：042-300-4488(代表)  　

　　  ＊恋ヶ窪保育園たんぽぽ保育室（社会福祉法人菊美会）
　　　　　定員　1日につき４名まで
　　　　　〒185-0014　国分寺市東恋ヶ窪２丁目６番地13
　　　　　電話：042-321-0465(代表)  

　　  ＊ひかり保育園りんご保育室（社会福祉法人ゆたか会）
　　　　　定員　1日につき４名まで
　　　　　〒185-0034　国分寺市光町３丁目24番地２　
　　　　　電話：042-843-0973

≪国分寺市　病児・病後児保育のご案内≫

　病児・病後児保育事業とは、回復期に至っておらず病状の急変がないお子様や病気
の回復期にあるお子様が集団保育の困難な時期に、保護者の子育てと仕事の両立を支
援できるよう専用の保育室でお預かりするものです。

《病児対応型施設と病後児保育室について》

病児対応型施設 病後児保育室

　
　病児対応型施設では病気の回復期に
至っておらず、かつ、当面の症状の急変
が認められない児童を病院に付設された
専用の場所で一時的に保育します。国分
寺病院ひまわり保育室が病児対応型施設
です。

　
　病後児保育室では、病気の回復期にあ
り、集団での保育が困難である児童に対
し、安静の確保に配慮して専用の保育室
で保育を行います。


